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はじめに

この実施要領における「特許権等」︓
特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、育成者権、回路配置利⽤権、著作
権及び不正競争防⽌法に係るノウハウ等の営業秘密を使⽤する権利（特許
権等を受ける権利を含む）

令和3年度「委託業務研究実施要領」は、農林⽔産省が進
める「農業DX構想」を踏まえて事務の効率化を図ることとし、
前年度版を⼤幅に改正しました。

本資料では、今回の改正も含め、知的財産（特許権等）に
関する⼿続きについて説明します。
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１．主な改正点

２．知的財産に関する段階ごとの⼿続き

３．様式の変更

４．その他

目次
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１．主な改正点



4

１. 主な改正点

１．知的財産に関する⼿続きの⾒直し
・様式の提出時期の明確化
・発明等を権利化するか否かに関わらず、成果報告が必要であること

を明確化
・知的財産の帰属に関する「確認書」の廃⽌

（試験研究委託契約の締結をもって⽇本版バイドール制度を適⽤）
・国内における⾃⼰実施や⾮独占的実施許諾の際の事前承認の廃⽌。

２．様式の集約と簡略化
・知的財産に関する様式の統廃合（17種類 → 6種類）
・⽣研⽀援センター宛てに提出する様式への押印廃⽌

３．その他
・特許権等の取得⼿続きに関する経費の⽀出について、知財の規定

記載部分から削除 （第ＩＩ章の 間接的経費の項に記載あり）



5

１．知的財産に関する新様式

（知財様式１） 発明等報告書

（知財様式２） 特許権等出願通知書 兼特許権等登録通知書
兼特許権等出願取下げ事前通知書

（知財様式３） 特許権等実施報告書

（知財様式４） 特許権等国外実施申請書 兼特許権等専⽤実施・独占的実施許諾
申請書兼特許権等移転申請書 兼特許権等放棄届出書

（知財様式５） 特許権等実施許諾報告書 兼特許権等移転報告書

（知財様式６） 知的財産の取扱⽅針

※上記のほか、知的財産にも関係する⼿続きの様式
（広報様式１） 研究実施内容発表事前（事後）通知書

（事業様式５） （第三者と共同研究する・第三者を共同出願⼈に加える）理由書
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２．知的財産に関する手続きの流れ
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２. 手続きの流れ（フローチャート）

３.権利化・公表等の報告

１. 知的財産の取扱⽅針の提出

２.発明等の創出に関する報告

４.実施等に関する事前申請・届出

５. 実施等に関する報告
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２ー１.知的財産の取扱方針の提出

提出時期︓委託研究契約締結から概ね１年以内

提出様式︓知財様式６

⼿続きの内容︓
・知財運営委員会や研究推進会議を開催し、マッチングファンドを含め

委託研究で⽣み出されることが想定される全ての研究成果について、
その取扱⽅針を定め、⽣研⽀援センターへ提出する。

・取扱⽅針は、特許出願等による権利化だけでなく、論⽂発表等による
公知化やノウハウとしての秘匿化、標準化といった基本的な⽅針に加
え、誰にどのように実施許諾し実⽤化を⽬指すのかなどのオープン・
クローズ戦略等を含めて記載する。

・委託業務期間中に「知的財産の取扱⽅針」を変更したときは、その都
度⽣研⽀援センターへ提出する。
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２ー２.発明等の創出に関する報告

提出時期︓委託業務の成果に係る発明等を⾏ったとき（速やかに）
特許権等の出願等を⾏おうとする場合は出願等の前（１か⽉
前まで）

提出様式︓知財様式１

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、知的財産の内容及び取扱いを記載した様式

を、代表機関等を通じて速やかに⽣研⽀援センターに提出。

・権利化せずに公表するものやノウハウも忘れずに報告する。

・国外へ出願予定の場合はその旨を記載する。

・コンソーシアム構成員以外の第三者を共同出願⼈に加えるときは、理
由書（事業様式５）を併せて提出する。
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２ー３.権利化・公表等の報告 （１）

提出時期︓発明等を国内・国外に出願等を⾏った⽇から90⽇以内

提出様式︓知財様式２

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、出願等の番号、出願等の年⽉⽇、出願⼈等

の⽒名及び発明等の名称が確認出来る書類の写しを添付し、代表機関
を通じて⽣研⽀援センターに様式を提出する。

提出時期︓登録公報発⾏の⽇⼜は登録に関する公⽰の⽇から90⽇以内

提出様式︓知財様式２

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、出願番号（回路配置利⽤権及び育成者権を

除く）、登録番号、登録年⽉⽇、権利者の⽒名、発明等の名称が確認
できる書類の写しを添付し、代表機関等を通じて⽣研⽀援センターへ
様式を提出する。
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２ー３.権利化・公表等の報告（２）

提出時期︓出願・申請中の特許権等を取り下げるとき（事前に）

提出様式︓知財様式２

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、代表機関等を通じて、事前に⽣研⽀援セン

ターへ様式を提出する。

提出時期︓委託期間中⼜は委託期間終了後において、委託業務で得られ
た成果を⽣研⽀援センター以外の者へ提供しようとするとき
（事前に）

提出様式︓広報様式１

⼿続きの内容︓
・本⼿続きは、研究成果に係る学会発表、論⽂発表、マスコミ取材、プ

レスリリース、HP掲載、イベント開催等を⾏う場合を含む。
・コンソーシアム構成員は、代表機関を通じて、事前に⽣研⽀援セン

ターへ様式を提出する。
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２ー４.実施等に関する事前申請・届出（１）

提出時期︓特許権等の国外実施、専⽤実施権の設定、独占的実施権の
許諾、権利の移転を⾏おうとするとき（事前に）

提出様式︓知財様式４

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、事前に代表機関を通じて⽣研⽀援センター

に様式を提出し、承認を得る。
・当該特許権等の再実施許諾を受けた者が、当該特許権等を国外で実施

するときも同様。
・国外での実施⼜は実施承諾を⾏う場合、以下の点に留意する。

※国内農林⽔産業・⾷品産業等に影響を及ぼさないこと。
※国内企業、⼤学・研究機関等が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる

恐れがないこと。
※国内企業の競争⼒の維持に対する不利益をもたらさないこと。
※当該知的財産権を活⽤して⾏う事業が、法律や公序良俗に反するものでないこと。
※当該知的財産権を活⽤するための事業計画等を有し、実⽤化・商品化が⾒込まれるこ

と。
※農林⽔産業・⾷品産業等に関する技術の向上が⾒込まれること。 等
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２ー４.実施等に関する事前申請・届出（２）

提出時期︓特許権等の放棄を⾏おうとするとき（事前に）

提出様式︓知財様式４

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、事前に代表機関を通じて⽣研⽀援センター

に様式を提出する。
・コンソーシアム構成員以外の第三者を含む共有の特許権等に係るコン

ソーシアム構成員の持分放棄は権利移転の扱いとなる。
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２ー５.実施等に関する報告

提出時期︓特許権等の通常実施権の許諾、専⽤実施の設定、独占的実施
権の許諾、権利の移転を⾏ったとき（遅滞なく）

提出様式︓知財様式５

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、当該事実が確認できる書類の写しを添付し、

代表機関等を通じて、遅滞なく⽣研⽀援センターへ様式を提出する。
・特許権等を第三者へ実施許諾する場合、特許権等の取扱いや守秘に関

し、既に締結された契約書等の規定に⽀障を与えないよう当該第三者
に約させなければならない。
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２ー５.実施等に関する報告

提出時期︓委託業務の成果に係る特許権等について、次の①〜④に該当
する場合、毎年 5 ⽉末まで

① コンソーシアム構成員が⾃⼰実施したとき
② コンソ―シアム構成員が第三者へ実施許諾したとき
③ 移転した特許権等を、移転先の第三者が実施したとき
④ 特許権等の再実施許諾⼜は再移転を受けた者が当該特許権を

実施したとき

提出様式︓知財様式３

⼿続きの内容︓
・コンソーシアム構成員は、前年度（4 ⽉〜 3 ⽉）の特許権等の実施状

況を記載し、代表機関等を通じて、⽣研⽀援センターへ提出する。
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 国内における特許権等の⾃⼰実施や⾮独占的な実施許諾を⾏おうとする
場合、事前申請は不要

 上記以外の実施や実施許諾※、権利の移転を⾏おうとする場合、知財様
式４にて事前申請が必要
※国外での実施、専⽤実施権の設定⼜は独占的通常実施権の許諾

特許権等を実施した場合 ⇒ 知財様式３での報告が必要
特許権等を実施許諾した場合 ⇒ 知財様式3及び５での報告が必要

 共有にかかる特許権等を放棄した結果、コンソーシアム構成員以外の第
三者が権利の全てを保有することになる場合、知財様式４にて特許権等
移転（放棄ではない）の 事前申請が必要

特許権等を移転した場合 ⇒ 知財様式５での報告が必要

２－６. 「事前申請」と「事後報告」
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３．様式作成上の注意点
（変更箇所等）
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「知財様式６」は、委託契約の締結後に速やかに知的財産の取扱⽅針を定め、
知的財産関連の書類で最初に提出するものです。

BEFORE AFTER

記⼊項⽬に⼤きな変更はありません

３. （知財様式６）知的財産の取扱方針①

◆権利化等⽅針
（様式Ⅳ‐１５）

◆「○○（事業名）」による知的財産
の取扱⽅針（知財様式６）

｟知財の⽅針を⼗分検討した上で記⼊してください｠

・権利化するものだけではなく全ての成果が対象
・権利化、秘匿化、公知化、標準化等の基本⽅針
・実施許諾予定の有無、オープンクローズ戦略等
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３. （知財様式６）知的財産の取扱方針②

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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３. （知財様式１）発明等報告書①

「知財様式１」は、委託試験研究において具体的に発明が⽣じたとき、
出願等の今後の⽅針を事前に通知するために提出する。

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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【２．発明等】
発明等の概要
発明の全体像を記⼊する。

発明等の取扱⽅針
権利化の有無に関らず⽅針を
記⼊する。

国外出願の予定
国外出願の予定を記⼊する。

権利化せず公知化する場合にお
ける公知化の⽅法
公知化について、学会、論⽂、
プレスリリース、イベント、
第三者への提供など、該当する
⼿段を選択する。

３. （知財様式１）発明等報告書②
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BEFORE

◆特許権等出願通知書
兼特許権等登録通知書
兼特許権等出願取下げ事前通知書
（知財様式２）

◆特許権等出願通知書
（様式Ⅳ‐３）

◆特許権等出願通知書（国外出願）
（様式Ⅳ‐３‐１）

◆特許権等出願通知書（各国移⾏）
（様式Ⅳ‐３‐２）

◆特許権等通知書
（様式Ⅳ‐４）

◆特許権等出願取下げ報告書
（様式Ⅳ‐６）

AFTER

※登録した著作物の通知も本様式を使⽤

書類の提出期限
出願時・登録時とも
国内は60⽇、国外は90⽇以内

国内、国外とも90⽇以内
記⼊項⽬に⼤きな変更はない

３. （知財様式２）特許権等出願通知書/特許権等登録
通知書/特許権等出願取下げ事前通知書①

「知財様式２」は、出願・登録・取下げに関する通知書を１つの様式に
まとめている。本様式を提出する際には該当事由を選択する。
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３. （知財様式２）特許権等出願通知書/特許権等登録
通知書/特許権等出願取下げ事前通知書②

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。



24

３.（知財様式４）特許権等国外実施申請書/特許権等専用実施許諾・
独占的実施許諾申請書/特許権等移転申請書/特許権等放棄届出書①

「知財様式４」は、特許権等の実施・移転に関する申請書と放棄報告書を１つ
の様式にまとめている。本様式を提出する際には、該当事由を選択する。

BEFORE

◆特許権等国外実施申請書
兼特許権等専⽤実施許諾・独占的
実施許諾申請書

兼特許権等移転申請書
兼特許権等放棄届出書
（知財様式４）

◆特許権等実施申請書（国外実施）
（様式Ⅳ‐９‐１）

◆特許権等実施許諾承認申請書
（様式Ⅳ‐１０）

◆特許権等移転承認申請書
（様式Ⅳ‐１２）

◆特許権等放棄報告書
（様式Ⅳ‐５）

AFTER

◆特許権等実施申請書
（様式Ⅳ‐９）

廃⽌（国内での⾃⼰実施や⾮独占的
実施許諾は申請不要）

記⼊項⽬に⼤きな変更はない
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３.（知財様式４）特許権等国外実施申請書/特許権等専用実施許諾・
独占的実施許諾申請書/特許権等移転申請書/特許権等放棄届出書②

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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３.（知財様式４）特許権等国外実施申請書/特許権等専用実施許諾・
独占的実施許諾申請書/特許権等移転申請書/特許権等放棄届出書③

【３．申請内容（国外実施）】
委託試験研究で得られた特許権等
を国外で実施する場合に記⼊する。

なお、特許権等を国内で実施する
場合には申請は不要である。
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３.（知財様式４）特許権等国外実施申請書/特許権等専用実施許諾・
独占的実施許諾申請書/特許権等移転申請書/特許権等放棄届出書④

【３．申請内容（専⽤実施許諾・独占
的実施許諾）】
委託試験研究で得られた特許権等
を国内⼜は国外で専⽤実施許諾・
独占的実施許諾する場合に記⼊す
る。
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３.（知財様式４）特許権等国外実施申請書/特許権等専用実施許諾・
独占的実施許諾申請書/特許権等移転申請書/特許権等放棄届出書⑤

【３．申請内容（移転・放棄）】
委託試験研究で得られた特許権等
を国内⼜は国外で移転・放棄する
場合に記⼊する。
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「知財様式５」は、特許権等の実施許諾と移転に関する報告書を１つの様式に
まとめている。本様式を提出する際には、該当事由を選択する。

記⼊項⽬に⼤きな変更はない

◆特許権等実施許諾報告書
兼特許権等移転報告書
（知財様式５）

◆特許権等実施許諾報告書
（様式Ⅳ‐１１）

◆特許権等移転報告書
（様式Ⅳ‐１３）

BEFORE AFTER

３. （知財様式５）特許権等実施許諾報告書/
特許権等移転報告書①
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３. （知財様式５）特許権等実施許諾報告書/
特許権等移転報告書②

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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３. （知財様式５）特許権等実施許諾報告書/
特許権等移転報告書③

【３．実施許諾した特許権等及び許諾
内容】
委託試験研究で得られた特許権等を
国内⼜は国外で実施許諾した場合に
記⼊する。
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３. （知財様式５）特許権等実施許諾報告書/
特許権等移転報告書④

【４．移転した特許権等】
委託試験研究で得られた特許権等を
国内⼜は国外で移転した場合に記⼊
する。
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３. （知財様式３）特許権等実施報告書

 「知財様式３」は、委託試験研究で得られた特許権等を実施した場合、
翌年度の５⽉末までに提出する。

 様式番号と⼀部の項⽬以外は⼤きな変更はない。

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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３. （広報様式１）研究実施内容発表事前（事後）通知書

 「広報様式１」は、研究内容や研究成果を公表する際に⽤いる４つの旧様式
を１つにまとめている。

 本様式は、公表する際、事前に提出することとしているが、やむを得ず先に
報道発表した場合には事後に提出する。

 特許権等を取得する場合には公表のタイミングに注意する。
 様式番号と⼀部の項⽬以外は⼤きな変更はない。

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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３. （事業様式５）第三者と共同研究する理由書
/第三者を共同出願人に加える理由書①

「事業様式５」は、第三者を協⼒機関として認め、第三者と共同研究する場合
⼜は第三者を共同出願⼈に加える場合の理由書を１つの様式にまとめている。
本様式を提出する際には該当事由を選択して記⼊し、事前に提出する。

e-Rad番号を忘れずに
記⼊する。
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【２．共同研究者・共同出願⼈】
構成員にできない理由（第三
者と共同研究する理由書の
み）
第三者と共同研究する場合に

は、構成員にできない理由を記
⼊する。

３. （事業様式５）第三者と共同研究する理由書
/第三者を共同出願人に加える理由書②
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４．その他
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⽣研⽀援センターからのお願い

◆すべての様式に「e-Rad番号」を記⼊してください。

◆「知財様式２」，「知財様式４」，「知財様式５」は複数の⼿続きで使
⽤します。該当する⼿続きを選択してください。

４. 委託事業に参加されている皆様へ①

選択⽅法
〇ボックスを⿊塗り

×ボックスにチェックマークを⼊れる



39

◆書類を郵送する必要はありません
押印を廃⽌したので、Word/Excel形式ファイルをメールで送付
いただくことで提出を完了できます（PDF化も不要です）。

◆報告漏れをなくしましょう
代表機関のみならず、コンソ構成員皆様の⼿続きへの理解が必要です

例）特許出願時に「出願通知書（知財様式２）」を提出したが、知的財産を
創出した際に「発明等報告書（知財様式１）」を提出していなかった。

例）特許出願の際に「出願通知書（知財様式２）」を提出していなかった。
後⽇、⽇本版バイ・ドール制度の適⽤に必要な事項の記載漏れが判明。

例）知的財産の独占的実施を許諾する際に「専⽤実施・独占的実施申請書
（知財様式４）」を提出せず、⽣研⽀援センターの事前承認を受けてい
なかった。

４. 委託事業に参加されている皆様へ②
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知財様式４（事前に）
知財様式５（事後報告）

契約締結

知財運営委員会で
知財の取り扱い⽅針決定

発明の創出

・ノウハウとして保有
・権利化せずに公表

国際出願
（必要なもののみ）

特許公開

特許出願

設定登録

発明の実施

知財様式６

知財様式１、事業様式５

知財様式２

知財様式２

知財様式２

知財様式２

知財様式４（事前に）
知財様式３（事後報告）

学会・論⽂・プレス発表

広報様式１

・事業者への実施許諾
・権利の移転、放棄

｟付録・１ ｠ 特許権に係る⼿続きと関係する様式

審査請求

各国への移⾏
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｟付録・２｠新旧様式の関係（１）

旧様式の番号 旧様式の名称 新様式の番号

Ⅳｰ１ 確認書 廃⽌
Ⅳｰ２ 発明等報告書 知財様式１
Ⅳｰ３ 特許権等 出願通知書 知財様式２
Ⅳｰ３ｰ１ 特許権等 出願通知書（国外出願） （知財様式１）
Ⅳｰ３ｰ２ 特許権等 出願通知書

（各指定国への国内移⾏状況） 知財様式２

Ⅳｰ４ 特許権等 通知書 知財様式２
Ⅳｰ５ 特許権等 放棄報告書 知財様式４
Ⅳｰ６ 特許権等 出願取下げ報告書 知財様式２
Ⅳｰ７ 特許権等 実施報告書 知財様式３
Ⅳｰ８ｰ１ 収益状況報告書 経理様式１８
Ⅳｰ８ｰ２ 収⼊状況報告書 経理様式１９

▼

様式としては廃⽌するが、（ ）内の新様式にて通知▼

▼
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旧様式の番号 旧様式の名称 新様式の番号

Ⅳｰ９ 特許権等実施申請書 廃⽌︓国内⾃⼰実
施は申請不要

Ⅳｰ９ｰ１ 特許権等実施申請書（国外実施） 知財様式４
Ⅳｰ１０ 特許権等実施許諾 承認申請書 知財様式４
Ⅳｰ１１ 特許権等実施許諾報告書 知財様式５
Ⅳｰ１２ 特許権等移転承認申請書 知財様式４
Ⅳｰ１３ 特許権等移転報告書 知財様式５
Ⅳｰ１４ 著作物通知書 （知財様式１,２）
Ⅳｰ１５ 権利化等⽅針 知財様式６
Ⅳｰ１６ 第三者と共同研究する理由書 事業様式５
Ⅳｰ１７ 第三者を共同出願⼈に加える理由書 事業様式５

▼

▼▼

様式としては廃⽌するが、（ ）内の新様式にて通知

｟付録・２｠新旧様式の関係（２）
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旧様式の番号 旧様式の名称 新様式の番号

Ⅱ-１

Ⅱ-２

Ⅱ-３

Ⅱ-３-②

研究実施内容発表事前通知書
（研究実施プレスリリース⽤等）

研究成果発表事前通知書
（研究成果論⽂投稿等⽤）

研究成果発表事前通知書
（研究成果プレスリリース⽤等）

報道発表事後報告書

広報様式１

知的財産の様式以外で関係する様式については、以下のとおり。

｟付録・２｠新旧様式の関係（３）
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｟付録・３｠ 生研支援センター様式集

⽣研⽀援センターＨＰを最下までスクロール

2. 委託業務研究実施要領 (事務処理関係)・
各事業共通マニュアル までスクロール

ココを選択


